
≪内部通報の処理に係るフローチャート≫

通報対象事実の発生

【通報者】 【通報窓口の対応】

相　談 相談の受付

相談・情報提供

通　報

通報の到達

受
　
付

法令違反行為など

不受理及び理由の通知 それ以外 　　　　公益通報
例：不正目的等、匿名、虚偽
　　連絡先・内容不明等

通報を受理した旨の通知 通報の受理

調査を行わない旨及び
その理由を付して通知
（受理後20日以内）

調査する必要なし
例：同じ通報で既に調査済
　　既に改善措置がされている。

調査を開始した旨及び着手の
時期を通知（受理後20日以内）

調査する必要あり

調査の進捗状況を適宜通知 調査の実施

調
　
査

調査結果の通知 調査の終了

通報事実なし

通報事実あり

改
善
措
置

（
関
係
部
署

）

改善措置について通知
是正措置

再発防止策

通報処理の終了

フ
ォ
ロ
ー

ア

ッ
プ

必要事項について適宜公表

改善措置の実効性評価

不利益取扱いの有無を確認

注：点線部については努力規定
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